
Ⅰ　基礎情報

都道府県・市名

合併期日

合併形式

住所　(旧市町村名も記載)

人口  (合併直近の国調)

面積

議員定数

関係市町村名

Ⅱ 関係市町村合併直前の状況

市町村名 人口　 （人） 面積　（k㎡） 議員数　（人） 高齢化比率　(%)

郷ノ浦町 12,454 47.31 18 26.5

勝本町 7,016 29.51 16 31.2

芦辺町 9,161 45.12 16 29.4

石田町 4,939 16.51 12 26.1

合計 ー 33,570 138.45 62 ー

Ⅲ 関係市町村の財政状況

平成16年度予算

地方税　（千円） 地方交付税　（千円）

郷ノ浦町 7,838,555 982,300 2,964,167 0.255

勝本町 4,983,217 303,865 2,383,761 0.146

芦辺町 6,967,784 562,313 2,618,371 0.198

石田町 3,646,271 263,729 1,499,994 0.173

合計 － 23,435,827 2,112,207 9,466,293 － －

関係市町村

歳入合計　（千円）市町村名 指定団体等の指定状況

新設

長崎県壱岐市郷ノ浦町本村触６８２番地（旧郷ノ浦町）

財政力指数

記入月日：平成16年3月17日

合併市に関する調査

関係市町村

＊数値は合併直近の決算数値を使用。ただし、平成14年4月1日以降合併の場合、合併直近の予算を記入。

33,538人

138.45ｋ㎡

在任2年間62人,その後26人

郷ノ浦町、勝本町、芦辺町、石田町

長崎県・壱岐市（いきし）

平成16年3月1日



Ⅸ　合併の概要

合併協議会の期日 設置年月日： 解散年月日:

   内 容

住民発議について

市町村建設計画

  基本計画の主要項目

旧市町村庁舎の利活用
回答

2

議会の議員の定数に関する特例

議会の議員の在任に関する特例

議会の議員の報酬額

地域審議会の設置について

　内 容

地方税に関する特例

  内 容

合併特例債発行限度額 (億円)

Ⅴ  その他

有・無 有の場合：    ２年  ０ｹ月

残された課題について、箇条書きでご記入ください。

協議された事項

1．合併の方式：新設合併
2．合併の期日：平成16年3月1日
3．新市の名称：「壱岐市」
4．新市の事務所の位置：当面、郷ノ浦町本村触６８２番地
5．事務機構及び組織の取扱い
6．財産及び債務の取扱い：すべて新市に引き継ぐ。
7．新市建設計画
8．議会議員の定数及び任期：合併後2年間引き続き在任する。
　 定数については26名とする。
9．農業委員会委員の定数及び任期
10．地方税：現行の通りとする。

なし

なし

１７３億円

有・無

委員数：32名
協議内容：新市建設計画の策定、新市の名称、その他合併に関し必要な事項

産業振興で活力あふれるまちづくり
福祉、健康づくりの充実で安心のまちづくり　　ほか４項目

支所として活用

計画の期間：１０年

有・無　１町で否決され法手続きは終了

有・無 有の場合：        －　 名

電算システムの統合 1.新規システムの構築　2.既存システムの活用　3.相互システムの活用　4.その他　から選択

平成13年8月1日 平成16年2月29日

月額：20.2万円

有・無

旧４町に夫々設置
設置期間１０年間
委員は各１５名以内　任期は２年

主要項目について、簡単な内容を含め10項目ご記入ください。(例：庁舎の位置 等)


